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2023 年４月１日 

 

以下の目的から、花畑自治会細則の改定を行いたいと考えておりますので、

ご審議いただけますよう、お願いいたします。 

 

 

１．顧問（前年度会長）の職務について 

花畑夏祭り実行委員会については自治会有志のボランティアによって支え

られておりますが、来年度会計担当に欠員が出てしまいます。 

このため、自治会規約第七条の４として、自治会顧問（前年度会長）の職

務に夏祭りの会計を追加させていただければと思います。 

 

（役員の職務） 

第七条 ４ 顧問（前年度会長）は花畑夏祭りの会計を行う。 

 

 

２．役員手当について 

班長に対する役員手当の支給計算にあたって班会員数×300 円を基準とし

ています。しかし、いつの班会員数を基準として計算するか定めていません

でした。そのため、年度内の班会員数が減少した場合は、班長に対する役員

手当が減額されてしまうケースがありえます。その逆に、年度内の班会員数

が増加した場合でも、班長に対する役員手当が増額されないケースもありえ

ます。 

そこで、年度内に班会員数が減少した場合にも班長に対する役員手当が減

額されぬよう、また、年度内に班会員数が増加した場合には班長に対する役

員手当が増額されるよう、班会員数を計算する基準を設けさせていただけれ

ばと思います。 

 

（役員手当） 

第八条 役員手当は下記の通りとする。班会員数は、当該年度内の最多の会

員数を基準とする。 

 

  

第３号議案 
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３．班長の選出について 

自治会規約第五条の３において、班の構成は会員１０名で一つの班を構成

することを標準としております。しかし、種々の理由からこれを大幅に下回

る班もあります。 

このような場合、現規約では班長職を数年おきに担うこととなりその班に

所属する自治会員の負担は他の班に比べて非常に大きいものになってしまい

ます。 

この事態を改善するため、以下のように役員（班長）選出の規約を変更し

たいと思います。 

 

（役員の選出） 

第八条 ５ 班長は各班内で選出する。但し、７５歳を超える方で班長職を

辞退される場合はこれを妨げない。 

また、７５歳未満の自治会員の数が５名以下の場合は、自治会

員の数に応じて以下の選出とするが、班長不在の年の事務的な

作業（回覧板、各種集金等）の担当をあてがうこと。 

５名～４名：１年おき 

３名   ：２年おき 

２名以下 ：３年おき 

 

 
自治会員 2 名時の例（班長が回ってくるのは 8 年に 1 回） 

 会員 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

連続 A 班長 事務 事務 事務     班長 事務 事務 

B     班長 事務 事務 事務    

交互 A 班長 事務 事務     事務 班長 事務 事務 

B    事務 班長 事務 事務     

飛び飛び A 班長  事務   事務  事務 班長  事務 

B  事務  事務 班長  事務   事務  

 

自治会員 3 名の例（班長が回ってくるのは 9 年に 1 回） 

 会員 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

連続 A 班長 事務 事務       班長 事務 

B    班長 事務 事務      

C       班長 事務 事務   

前後 A 班長 事務       事務 班長 事務 

B   事務 班長 事務       

C      事務 班長 事務    

飛び飛び A 班長  事務  事務     班長  

B    班長  事務  事務    

C  事務     班長  事務  事務 

 

 

 

 

 



3 
 

自治会員 4 名の際の例（班長が回ってくるのは 8 年に 1 回） 

 会員 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

班長の翌年

に事務 

A 班長 事務       班長 事務  

B   班長 事務       班長 

C     班長 事務      

D       班長 事務    

班長の前年

に事務 

A 班長       事務 班長   

B  事務 班長       事務 班長 

C    事務 班長       

D      事務 班長     

班長の 3 年

後に事務 

A 班長   事務     班長   

B   班長   事務     班長 

C     班長   事務    

D       班長   事務  

 

自治会員 5 名の際の例（班長が回ってくるのは 10 年に 1 回） 

パターン 会員 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

班長の翌年

に事務 

A 班長 事務         班長 

B   班長 事務        

C     班長 事務      

D       班長 事務    

E         班長 事務  

班長の前年

に事務 

A 班長         事務 班長 

B  事務 班長         

C    事務 班長       

D      事務 班長     

E        事務 班長   

班長の 5 年

後に事務 

A 班長     事務     班長 

B   班長     事務    

C     班長     事務  

D  事務     班長     

E    事務     班長   

事務：会費や寄付金/募金(任意)の集金、回覧物の回覧等の班内の事務的な作業を実施いただくが、自治会

イベント（夏祭りや防災訓練）での支援は任意とする。
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表１ 花畑自治会規約の改定案 

改定

No. 
改定前 改定後 

1 （役員の職務） 

第七条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長を代行する。

副会長の２名はそれぞれ会計と回覧を担当する。また、班長

代表（班長兼務）は各丁目毎に編制された班を総括する。 

３ 班長は班内の庶務を行う。 

 

（役員の職務） 

第七条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長を代行する。

副会長の２名はそれぞれ会計と回覧を担当する。また、班長

代表（班長兼務）は各丁目毎に編制された班を総括する。 

３ 班長は班内の庶務を行う。 

４ 顧問（前年度会長）は花畑夏祭りの会計を行う。 

２ （役員手当） 

第八条 役員手当は下記の通りとする。 

会長  ：60,000 円 

副会長 ：30,000 円 

班長代表：6,000 円＋3,000 円を下限として班会員数×300円 

班長  ：3,000 円を下限として班会員数×300円 

顧問  ：20,000 円 

（役員手当） 

第八条 役員手当は下記の通りとする。班会員数は、当該年度内

の最多の会員数を基準とする。 

会長  ：60,000 円 

副会長 ：30,000 円 

班長代表：6,000 円＋3,000 円を下限として班会員数×300円 

班長  ：3,000 円を下限として班会員数×300円 

顧問  ：20,000 円 
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３ （役員の選出） 

第八条 会長は会計担当副会長が翌年度に繰り上がりでその任に

当たる。 

２ 会計担当副会長は１・２丁目及び３丁目から交互に選出す

る。 

３ 回覧担当副会長は 1年ごとに選出する。 

４ 班長代表は１・２・３丁目北・3丁目南から各1名選出する。 

５ 班長は各班内で選出する。但し、７５歳を超える方で班長職

を辞退される場合はこれを妨げない。 

６ 監査、書記の選出については必要に応じて役員会で選出す

る。 

（役員の選出） 

第八条 会長は会計担当副会長が翌年度に繰り上がりでその任に

当たる。 

２ 会計担当副会長は１・２丁目及び３丁目から交互に選出す

る。 

３ 回覧担当副会長は 1年ごとに選出する。 

４ 班長代表は１・２・３丁目北・3丁目南から各1名選出する。 

５ 班長は各班内で選出する。但し、７５歳を超える方で班長職

を辞退される場合はこれを妨げない。 

また、７５歳未満の自治会員の数が５名以下の場合は、自治

会員の数に応じて以下の選出とするが、班長不在の年の事務

的な作業(回覧板、各種集金等)の担当をあてがうこと。 

５名～４名：１年おき 

３名   ：２年おき 

２名以下 ：３年おき 

６ 監査、書記の選出については必要に応じて役員会で選出す

る。 

 


